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（議事日程） 

日程第１  報告事項   平成２８年度通学路防犯カメラ設置に係る地域

住民・保護者・ＰＴＡ説明会（上半期）の日程

について 

日程第２  報告事項   平成２７年度目黒区立学校におけるいじめの状

況について 

日程第３  報告事項   平成２７年度目黒区立学校における不登校の状

況について 

日程第４  報告事項   目黒区社会教育委員の会議の答申について（学

習成果を地域に活かしていくための社会教育事

業のあり方の具体的施策について） 

日程第５  報告事項   目黒区社会教育委員の会議の答申について（平

成２８年度目黒区立小学校ＰＴＡ連合会及び目

黒区立中学校ＰＴＡ連合会に対する補助金の交

付について） 
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（午前９時３０分開会） 

 

○委員長   第２４回目黒区教育委員会定例会を開会します。本日の欠席委

員、欠席職員はございません。署名委員は笹尾委員です。 

       それでは、日程第１を議題とします。 

 

（日程第１  平成２８年度通学路防犯カメラ設置に係る地域住民・保護者・

ＰＴＡ説明会（上半期）の日程について（報告事項）） 

 

○説明員   （資料により説明） 

○委員長   この件についてご質問等ございますか。 

○委員    最初設置したものと同じ解像度のカメラを設置するのでしょう

か、それともカメラの性能の進歩に合わせたものを設置するので

しょうか。 

○説明員   仕様でいうと一昨年度、それから昨年度については同等の機種

でございました。ご指摘の解像度については、撮影の時間によっ

てカメラの中でかなり細かく設定ができまして、長く撮ろうとす

ると解像度が下がったり、解像度を上げると短い期間の録画時間

になるとの関係がありまして、基本的にそういったところも含め

てこれまでどおりの仕様としております。 

○委員長   その他ご質問等ございますか。 

       特にないようですので、この報告を受けました。 

       次に日程第２を議題とします。 

 

（日程第２  平成２７年度目黒区立学校におけるいじめの状況について（報

告事項）） 

 

○説明員   （資料により説明） 

○委員長   この件についてご質問等ございますか。 

○委員    いじめに対する目黒区の取組、特に教育委員会の取組は評価を

しております。ただ、いじめの発見で本人からの訴えというのは

３５件中６件、中学にいたっては１件も本人からの訴えがないと

いう状況がございます。いじめに関して解消を図るほうは十分に

今の方向付けでいいと感じておりますが、本人が心理的、物理的

に不快を抱いた場合、それを学校の先生又は友人、保護者にすぐ

表現する力を身につければ、上級の学校、ひいては社会に出たと
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きに本人にとって非常にすばらしい力になると感じているので、

そういう土壌をどんどんつくっていくということが必要だと思い

ます。 

○説明員   ただいま委員がおっしゃられたとおり、子どもたち一人一人が

自分の考えを持って、自分の考えを表現していくということは非

常に重要だととらえており、学力向上にもつながる部分でもある

と思います。それぞれの教科の中で自分の考えを持って確実にそ

れを表現していくという機会を多く持っていくよう、各学校に指

導してまいりたいと思います。 

○委員    インターネット上のいじめで、具体的にそれがわかった場合に、

特に画像などが流されて、一回拡散してしまうと解消は難しいで

す。その対策としてはどういうことをされているのでしょうか。 

○説明員   画像が拡散してしまったら、なかなか防げないような状況にな

るというのも事実でございます。今回報告させていただいた事案

につきましてはこの無料アプリ上での状況ということで、そのグ

ループをつくっている中でのものでしたので、それぞれ該当する

生徒を確認して、それらの生徒の中で確実にその画像あるいは記

録等をほかに回さないというようなことで生活指導をさせていた

だいたところでございます。 

○委員    一つは、このＡ３版の資料のとおり、今年度は目黒区いじめ防

止対策推進条例（仮称）を制定していく極めて重要な年度になる

わけであります。 

       その中で特に留意していただきたい点としては、子どもたち自

身の意見、保護者の意見をできるだけ聴き取ってこの条例の中に

反映させていただきたいと思います。 

       ２点目は、こことは直接関係ないのですけれども、例年９月１

日前後にいじめを苦にしたと思われる自死というものが全国で相

次いで発生していて、本区も昨年注意喚起の文書を出していると

思うのですけれども、９月１日に照準を合わせてそうした事象に

ついて周知するのではなくて、８月２５日には夏季休業が終了し

ますので、８月２５日以前に行わないと意味がないと思います。

その点は新たな実施時期を見直していただきたいと思います。 

       それから、３点目は、中学校のいじめの件数、本人からの主訴

が０件です。いじめが持つ性質から自分がいじめられていること

を学校や保護者には知られたくないという心理が強く働く年代と

も考えられますので、日常の学校生活における環境づくり、いじ
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めを許さない環境だとか、いじめを受けた場合には気軽に相談で

きる雰囲気づくり、そういった土壌づくりを行うべきだと思いま

す。 

○説明員   条例作成に当たって、子どもたち、それから保護者の意見等を

聴いていくということに関しましては、いじめ防止ということを

条例策定に向けての機運にしていけるよう学校にも指導してまい

りたいと思っております。 

       ９月１日前後の自殺が多くなっているということに関しまして

は、夏季休業明けに多くなっているととらえております。その原

因は夏季休業中の生活のあり方、生活習慣のあり方が大きく関わ

っているととらえておりますので、７月の段階で校長会、生活指

導主任会で夏季休業中の生活の仕方について各学校から子どもた

ちに対して注意喚起を促すように指導するよう予定をしていると

ころでございます。 

       ３点目でございますが、中学校における学校の認知力には、昨

年度無記名のアンケートを行った際に、中学校で友達がいじめを

受けているのを見たことがあるかというアンケートの設問に「は

い」と答えたのが１１３件あったことからも、子どもたちがいじ

めととらえているものがあって、それをなかなか言えないという

状況があるということですので、日常の環境づくり、これは非常

に重要だということで今後どのようなことが可能なのか、さらに

は先の委員がおっしゃられた学習での自己表現力の向上なども含

め、再度検討してまいりたいと考えています。 

○委員    ２点目ですけれども、昨年は７月の注意喚起と、それから９月

の直前に出していると思います。他の自治体での自死の事例がマ

スコミで取り上げられますので、それに誘導されていじめを苦に

した自死が連鎖的に反応していくというのが毎年の傾向なので、

７月に行うだけでは十分ではなく、８月２５日の登校日の前に、

もう一度注意喚起しないと効果が出てこないと思います。 

○説明員   ご指摘のとおり、子どもが自ら命を絶ってからでは遅いですの

で、学校には７月の段階、それから８月２５日よりも前の段階で

自殺予防に向けた取組の周知を徹底していきたいと思います。 

○委員長   その他ご質問等ございますか。 

       特にないようですので、この報告を受けました。 

       次に日程第３を議題とします。 
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（日程第３  平成２７年度目黒区立学校における不登校の状況について（報

告事項）） 

 

○説明員   （資料により説明） 

○委員長   この件についてご質問等ございますか。 

○委員    この不登校の理由の「意図的な拒否」は具体的にどういうこと

ですか。 

○説明員   「意図的な拒否」の定義でございますが、学校に行く意義を認

めず、自分の好きな方向を選んで登校しないという確信的な不登

校でございます。ご自分で勉強したほうがいいと、そのようなこ

とを考えているような場合、この件数となります。 

○委員    この不登校の理由の中に家庭が問題、また両親が問題という項

目はどこで読み取ればよいのでしょうか。 

○説明員   申しわけございません、この不登校児童・生徒の定義から言い

まして、３０日以上欠席した児童・生徒が長期欠席というくくり

になりますが、その中でも病気や経済的な理由が除かれますので、

家庭がというところになりますと経済的な理由というようなとこ

ろになるかと思います。 

○委員    そういうことではなく、教育に対する理解がなく、授業を受け

なくていいよとか、学校に対する意義を認めないとか、そういう

いろいろな面で親の影響というのは子どもにすごくあるものだと

思います。それはどのように読み取ればいいのでしょうか。 

○説明員   不登校ではない長期欠席者としてカウントされています。保護

者の教育に関する考え方、無理解、無関心、家族の介護、家事手

伝いなどの家の事情から長期欠席しているなどの場合は不登校に

該当しない長期欠席者となります。 

○委員    続いて、スクールソーシャルワーカーの効果というのは読み取

れるのですが、メンタルフレンドについてはどのぐらい有効であ

ったか、その効果はいかがなものなのでしょうか。 

○説明員   メンタルフレンドは、登録者自体は１２人と資料に記載されて

おりますが、利用されていた児童・生徒は昨年は６人でした。学

習支援教室めぐろエミールへの派遣は特定の児童・生徒に限らず

に全般的に見ていただくというものでございます。 

○委員    そのメンタルフレンドが不登校の解消にどのぐらい役に立った

かということを知りたいところですが、どうでしょうか。 

○説明員   メンタルフレンドは話し相手、それから社会とのつながりとい
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うところに効果があるものでございまして、メンタルフレンドを

派遣しているということで登校できるようになったという統計は

とってございませんが、効果はあるものと考えております。 

○委員    長期欠席された児童・生徒は学問的にもうついていけなくなる、

授業の進行から遅れてしまう。それをカバーするためにめぐろエ

ミールがあると思うのですが、実際にエミールを利用することに

よってそれが追いついたとか、そのあたり、どう評価されている

のでしょうか。 

○説明員   エミールの評価でございますが、中学３年生の進路だけをとら

まえて考えますと、それぞれ各在籍校でできなかった学びができ、

進路の相談なども親密にできておりますので、それぞれが高校に

進学できたということは評価できる点と存じます。 

○委員    不登校の件数なのですけれども、先ほど東京都と国の関係の話

がありましたけれども、東京都も国も不登校の件数は伸びてきて

います。その分析は難しいと思いますけれども、今後の課題とし

て、不登校が国も東京都も増えてきている背景を分析しないと解

決にはつながっていかないと思うのです。その点について今後十

分調査研究をしていただきたいと思います。 

       ２点目は、いじめが初めて不登校と関係してきたということで

丁寧にご説明いただいたのですけれども、そこが主眼ではなく、

１ページの３の不登校の理由は不安などの情緒的混乱と、各家庭

におけるネグレクトが関連して増えてきているのではないかなと

推測されます。特に小学校も中学校も増えていて５４件あるわけ

です。この大きいところをもう少し丁寧に説明していただきたい

と思います。 

○説明員   東京都と全国の出現率の推移から見まして、２５年度、２６年

度からでございますが、東京都は２５年度が０．４３、２６年度

が０．４６でございました。全国では２５年度が０．３６、２６

年度が０．３９でございました。ただいまの数字は小学校でござ

います。それが本区の場合は、２５年度が０．３５、２６年度が

０．３０、それから今回が０．３４でございました。中学校は２

５年度が東京都が３．０３、全国が２．６９、２６年度が東京都

が３．１７、全国が２．７６でございましたが、本区では２５年

度が２．４３、２６年度が２．１２、２７年度が２．８５となっ

ております。 

       今回中学校が２６年度の全国を上回っておりますが、この全国
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も今年度これから数値が出ますので、本区がそれを上回っている

か又は下回っているか今後注意しなければいけないと存じます。 

       不登校の背景の分析でございますが、家庭の問題、それから、

どの通常の学級にも発達障害をお持ちのお子様もいる、そういっ

たことでのお悩みによって学業不振になり不登校になってしまう

傾向も何割かはあると分析しております。今後さまざまな教育委

員会での取組によって、全体からフォローしていけるものと考え

ております。 

       それから、数が多い理由、不安などの情緒的混乱の説明でござ

いますが、登校の意志はあるが身体の不調を訴え登校できない、

漠然とした不安を訴え登校しないなど、不安を中心とした情緒的

混乱によって登校しないというのが、この不安などの情緒的混乱

でございます。これは学校側でこの理由で上げてきて、具体的に

はなかなかつかみにくいことでございますので、今ご指摘いただ

いたとおり、この大きなところの分析を今後とも努めてまいりた

いと存じます。 

○委員    例えば分析のところですが、不安などの情緒的混乱という子が

一番多いように思います。総括表を見るとその子が例えば医療機

関にも通っていて登校できるようになっているとか、好ましい変

化があるとか、そういうことがわかるのですけれども、どういう

ふうな機関が関わってどういう効果があったかが見えづらいです。

例えば情緒的不安とか混乱の中では医療機関も必要とする子もい

ると思うのですけれども、それで通っている子がどのぐらいいて

どういう変化があるのか。総数はわかるのですけれども、意図的

な拒否の子はどういう関係機関と関わってどういう効果があった

かはなかなか見えづらいと思います。 

○説明員   ただいまのご指摘ごもっともだと存じます。それぞれの理由別

に解消状況や解消の理由などを分析できるように今後工夫してま

いりたいと存じます。 

○委員    昨年度から引き続いている児童・生徒がとても多く感じるので

すけれども、その前の年度からの２年間とか長期化しているお子

さんというのはどのぐらいこの中にいるのでしょうか。あと、担

任の先生が必ず関わっていると思うのですけれども、学年が変わ

って、ワーカーとの連携はどうなのでしょうか。 

○説明員   前年度からのそれぞれの個別の継続状況というのは、この資料

で見ていただくことができないつくりになっております。欠席日
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数もこの２７年度の中での欠席日数でございますので、それも前

年度どうだったかというのは工夫の余地があると思います。 

       ただ、今年度４月以降どうなっているかというのは調べてござ

いまして、例えば小学校の総括表で申し上げますと、５番、８番、

１１番、１２番、１３番、１５番、１８番、２５番、２７番、３

１番、３２番が小学校で継続中の１１人ということになっており

ます。３２人中１１人がなお４月以降も継続して不登校です。そ

して、２６番が中学校に入っても継続しているということでござ

います。中学校の総括表につきましては番号は読み上げませんが、

全体で７７人中３１人が４月以降も不登校継続ということです。 

○委員    例えば担任の先生が代わった場合の関わりはどうなっているの

でしょうか。 

○説明員   担任の教員が代わる場合、新しい担任にきちんと引き継がれて、

前の状況を報告するとなってございます。 

○委員    別紙１の小学校の不登校事例総括表の１６番、１７番なのです

が、いじめを除く友人関係とか教職員をめぐる問題で、対応が病

院だけになっています。１６番には一応エミールも対応はしてい

るのですけれども、何か違和感を覚えます。実際の対応が病院が

メインなのかと思っているところがあるので、この説明はできる

ようにしたほうがいいという気はします。 

○説明員   この病院のところに丸印がついている子どもについては、心身

の疾病によって受診をしているということを学校側で把握してい

るというところでございます。教職員をめぐる問題は、具体的に

は担任教師に対する不信というところからスタートしていると報

告が上がっております。そのため、さまざまな支援の窓口にもな

かなか及んでこない、ご依頼が来ないと、そのような状況です。

病院だけに丸印がつかないように支援をこれからも強化してまい

りたいと存じます。 

○委員長   その他ご質問等ございますか。 

       特にないようですので、この報告を受けました。 

       次に日程第４を議題とします。 

 

（日程第４  目黒区社会教育委員の会議の答申について（学習成果を地域に

活かしていくための社会教育事業のあり方の具体的施策につい

て）（報告事項）） 
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○説明員   （資料により説明） 

○委員長   この件についてご質問等ございますか。 

       特にないようですので、この報告を受けました。 

       次に日程第５を議題とします。 

 

（日程第５  目黒区社会教育委員の会議の答申について（平成２８年度目黒

区立小学校ＰＴＡ連合会及び目黒区立中学校ＰＴＡ連合会に対

する補助金の交付について（報告事項）） 

 

○説明員   （資料により説明） 

○委員長   この件についてご質問等ございますか。 

       特にないようですので、この報告を受けました。 

       以上で本日の定例会を閉会します。 

 

（午前１０時３７分閉会） 

 


